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審査メモで示された論点に対する回答 

（Ｈ30.10.1 農林水産省 大臣官房統計部 経営・構造統計課） 

１ 農業経営統計調査の変更 

（１）調査対象の属性的範囲の変更

 営農類型別の経営状況を把握する調査（以下「経営統計調査」という。）における調査

対象区分について、従前の「個別経営体」「組織法人経営体」による区分から「個人経営

体」「法人経営体」による区分に変更する。 

（論点） 

ａ 一戸一法人の経営体は、全農業経営体のうちどの程度を占めているのか。また、法人

格を有しているという外形的な差異以外に、個人経営体と差異はあるのか。 

（回答） 

  １ 経営統計調査の調査対象となる農業経営体のうち、一戸一法人の占める割合は次表の

とおりである。 

経営統計調査対象経営体の経営タイプ別経営体数 

経 営 体 数 構 成 比 

全農業経営体 １，２５８，９８９ １００．０ 

個人経営 １，２３６，５１１ ９８．２ 

法人経営 ２２，４７８ １．８ 

一戸一法人 ４，２３３ ０．３ 

組織法人 １８，２４５ １．５ 

注：2015年農林業センサス結果から、経営統計調査の調査対象となる経営体を抽出 

したものである。 

  ２ 現行の経営形態別経営統計の個別経営体において、標本のうち、法人格を有する個別

経営体（いわゆる「一戸一法人」（以下、「個別法人経営体」という。））の結果を対象と

した集計値を公表しており、その概要は以下のとおりである。 

（農業経営統計調査） 

資料３－２ 
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個別法人経営体

経営体 4,490 88 365

人 1.05 2.36 7.92

時間 1,946 8,607 21,097
〃 1,707 4,574 5,518
〃 239 4,033 15,579

千円 5,934 55,002 172,010
うち、 作 物 収 入 〃 3,736 21,360 44,593

畜 産 収 入 〃 1,496 27,323 110,891

〃 4,083 42,660 150,863

〃 1,851 12,342 21,147

農 業 粗 収 益

集 計 経 営 体 数

家 族 （ 構 成 員 ） 農 業 就 業 者

自 営 農 業 労 働 時 間

家 族

雇 用

農 業 経 営 費

農 業 所 得

個別経営体 組織法人経営体

経営形態別経営統計　個別経営体・個別法人経営体・組織法人経営体の概要

－　平成28年結果　－

区 分 単位

 

 

この結果からみると、農業への労働投下量について、個別経営体全平均では家族によ

る労働が９割程度を占めているのに対して、個別法人経営体平均では５割程度となり、

組織法人経営体と同様に雇用労働による経営が行われているという特徴がみられる。 

また、農業粗収益について、母集団の構造を反映して畜産収入の割合が高く、組織法

人経営体と同様の傾向を示しているなどの特徴がある。 

 

個人経営 個別法人経営 組織法人経営 個人 個別法人 組織法人

1,258,989 1,236,511 4,233 18,245 100.0 100.0 100.0 100.0

1,173,213 1,158,037 2,516 12,660 93.2 93.7 59.4 69.4

水 田 作 739,100 732,052 773 6,275 58.7 59.2 18.3 34.4

畑 作 56,137 54,588 445 1,104 4.5 4.4 10.5 6.1

露 地 野 菜 作 133,571 131,357 474 1,740 10.6 10.6 11.2 9.5

施 設 野 菜 作 70,827 68,984 298 1,545 5.6 5.6 7.0 8.5

果 樹 作 146,538 145,202 276 1,060 11.6 11.7 6.5 5.8

露 地 花 き 作 10,474 10,244 54 176 0.8 0.8 1.3 1.0

施 設 花 き 作 16,566 15,610 196 760 1.3 1.3 4.6 4.2

58,091 53,004 1,220 3,867 4.6 4.3 28.8 21.2

酪 農 16,162 14,874 527 761 1.3 1.2 12.4 4.2

繁 殖 牛 27,526 27,225 91 210 2.2 2.2 2.1 1.2

肥 育 牛 7,116 6,249 194 673 0.6 0.5 4.6 3.7

養 豚 3,255 1,981 226 1,048 0.3 0.2 5.3 5.7

採 卵 養 鶏 2,393 1,425 109 859 0.2 0.1 2.6 4.7

ブロイラー養鶏 1,639 1,250 73 316 0.1 0.1 1.7 1.7

27,685 25,470 497 1,718 2.2 2.1 11.7 9.4

　注：2015年農林業センサス結果から、営農類型別経営統計の調査対象経営体を抽出した内訳である。

経営タイプ別営農類型別母集団の状況

合 計

耕 種 営 農

畜 産 営 農

そ の 他

経 営 体 数 構 成 比

合 計合 計
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ｂ 経営統計調査の調査対象区分の変更に合わせて、調査結果の時系列比較可能性等を確

保する観点から、どのような措置を講ずる予定か。 

 

（回答） 

  １ 今回の見直しにおいて、経営統計調査における「一戸一法人」の取り扱いを変更する

こととしているが、これによって調査結果に与える影響として想定しているのは、次の

２点である。 

① 現行の個別経営体を対象とした調査結果から、一戸一法人の結果が除外されること

による断層の出現 

② 組織法人経営体と一戸一法人を統合することによる、現行の組織法人経営体を対象

とした調査結果との断層 

 

  ２ ①の影響については、個別経営体の母集団に占める一戸一法人の割合（0.3％）は極め

て小さいことから、個人経営体を対象とした集計結果との断層は小さいものと推察され

る。 

    なお、調査対象区分の見直したこと等については、公表時に留意点として丁寧に説明

することとしている。 

 

  ３ ②の影響については、一戸一法人を加えた法人経営体を対象として集計することによ

り、現行の組織法人経営体の集計結果と比べれば、経営規模等が下がることが想定され

る。 

このため、法人経営体のうち組織法人経営体を対象とした集計結果を引き続き表章す

ることとしており、現行の組織法人経営体との時系列比較を可能としているところであ

る。 
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ｃ 経営統計調査の新たな調査対象区分は、2020年農林業センサス（基幹統計調査）や農

業構造動態統計調査（一般統計調査）等の調査対象区分と整合性が確保されたものとな

っているのか。 

 

（回答） 

  １ 2020年農林業センサスにおいては、平成30年８月28日に開催された「第125回統計委員

会」において答申が行われ、農業経営体について、以下のとおり区分されており、経営

統計調査における個人経営体と法人経営体の区分は、これとの整合性を確保したものと

なっている。 

 

 

 

 

     

  ２ 農業構造動態統計調査については、農林業センサス結果の母集団名簿から標本の抽

出・選定を行っており、2020年農林業センサスにおいて、上記のとおり農業経営体の区

分を変更することに伴い、同調査の調査対象区分についても見直されるものと考えてい

る。 
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ｄ 経営統計調査の調査対象区分を変更する一方で、生産費調査においては、従来の調査

対象区分を維持する理由・必要性は何か。 

 

（回答） 

  １ 生産費調査については、 

① これまで一戸一法人を含む個別経営を対象に調査を行い、その結果を基に経営所得

安定対策の交付金や、生乳の加工原料乳生産者補給金の単価計算が行われており、過

年次からの継続性が重視されていること、 

② 生産費調査のうち、二条大麦、六条大麦、はだか麦（以下「３麦」という。）及びな

たねについては、2015年農林業センサスにおいて作付状況が把握されておらず、経営

所得安定対策加入申請者情報リストから母集団を編成しているが、同リストの内容か

ら一戸一法人を特定できないこと、 

から、今回の見直しにおいては、個別経営、組織法人経営という現行の枠組みの中で、

一戸一法人の位置付けは従来どおりとしたところである。 

 

  ２ 例えば、米生産費統計や大豆生産費時計等について、経営統計調査と同様に個人経営

体、法人経営体の区分を採用した場合、生産費調査の中で３麦生産費統計やなたね生産

費統計と調査対象区分が異なることとなり、利活用上の混乱・支障が生じることとなる

（米、小麦、大豆、３麦、なたね等を対象とする経営所得安定対策交付金の単価算定や、

生産費の品目間におけるコスト比較・分析等、施策を実施する上での問題が生じる）。 

 

  ３ なお、2020年農林業センサスにおいては、生産費対象品目の全てについて作付状況を

把握する計画であり、その段階において一戸一法人の特定も可能となることから、行政

利用への影響等も十分に考慮しつつ、対象区分について検討してまいりたい。 
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ｅ 経営統計調査と生産費調査との間で調査対象区分・名称が異なることにより、両調査

結果の関連・比較分析など、利活用上の支障が生じるおそれはないか。生産費調査の調

査対象区分について、経営統計調査と同じ区分に見直した際、どのような支障等が生じ

るのか。 

 

（回答） 

  １ 経営統計調査は、農業経営全体の経営収支の実態を明らかにすることを目的として実

施しており、収支には調査対象経営体で生産・販売等する農畜産物全体を把握している。 

例えば、水田作経営については、田で生産する米・麦類・雑穀・豆類・工芸農作物の

販売収入が農業全体の収入のうち最も多い経営体を対象としているが、収支は野菜や果

樹などを含む経営全体の収支を把握することとなる。 

一方、生産費調査は、調査対象品目に特化した生産コストの実態を明らかにすること

を目的として実施している。 

例えば、米生産費であれば、食用米を一定規模以上生産・販売している経営体を対象

として、食用米の生産コストのみを把握し、仮に食用米以外の作物を生産していても、

そのコストは除外することになる。 

 

  ２ このように、両調査は、行政利用を踏まえつつ、それぞれの目的で実施しているもの

であり、把握する内容も異なることから、両調査の関連・比較分析等の支障が生じるこ

とはないと判断している。 

 

  ３ また、生産費調査の調査対象区分を経営統計調査と同様に見直すことについては、前

述のｄの回答のとおり、生産費調査全ての品目について統一的な対応が不可能であり、

行政利用上の支障の方が大きいと考える。 
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ｆ 前回答申の今後の課題で指摘されている、ＮＰＯ法人など様々な形態の経営体につい

ても、今回の変更に合わせて再整理した場合、どのような支障が生じるのか。 

 

（回答） 

  １ 前回答申で課題として指摘された意図は、法人経営体の中にも株式会社等の会社法人

だけでなく、ＮＰＯ法人の参入など様々な形態の経営体がみられ、こうした形態の経営

体の実態を正確かつ的確に把握する観点から、調査対象区分の見直しについて検討が必

要と理解しているところである。 

 

  ２ 農林業センサスにおける法人経営体は、「農事組合法人」、「株式会社等の会社法人」、

「各種団体」、「その他の法人」の形態に分類することが可能であり、このうち、経営統

計調査の調査対象となるのは農業協同組合などの各種団体を除いた経営体としている。 

 

法人経営体の組織形態別経営体数 

 経 営 体 数 構 成 比 

合       計 ２２，４７８ １００．０ 

 農事組合法人 ５，６４８ ２５．１ 

会社法人 １６，０８９ ７１．６ 

その他の法人 ７４１ ３．３ 

        注：2015年農林業センサス結果から、経営統計調査の調査対象となる経営体を抽出 

したものである。 

 

３ ＮＰＯ法人については「その他の法人」に分類されており、ＮＰＯ法人以外のその他

の法人を含めても法人経営体の３％程度の割合となっており、現状からみれば、ＮＰＯ

法人等を対象とした標本設計（母集団の編成等）を行う状況にはないと判断していると

ころである。 

 

４ なお、標本の抽出については、こうした経営タイプは考慮しておらず、結果としてＮ

ＰＯ法人などが調査対象経営体となる可能性はあるが、調査対象経営体となったＮＰＯ

法人を抽出して集計する必要性も低いものと考えている。 
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（３）報告を求める事項の変更 

ア 調査票の構成の見直し 

調査票について、従前の「現金出納帳」「作業日誌」「経営台帳」の計３種類の調査票

を廃止し、経営統計調査票（個人経営体用・法人経営体用の計２種類）及び生産費調査

票（農畜産物の品目別等に計16種類）を新設する。 

 

（論点） 

ａ 調査票の構成を抜本的に見直すに当たり、現行の調査票をどのように総括している

のか。また、新たな調査票は、どのような効果を期待して設計しているのか。 

 

 （回答） 

  １ 現行の調査票による調査方法等については、次のとおりである。 

 

 

① 現金出納帳 

農業支出及び農業収入については、現金の支払い・受け取りが発生した都度、その

品目名と数量・金額を記入してもらうこととしており、日々の取引（販売）がある報

告者においては、記帳負担が大きい。 

また、農外収支については、経営統計調査において把握している事項であり、年間

の合計額を記入してもらっているが、給料や年金などについては、同一世帯内であっ

ても個人情報の意識が高まっている状況がみられ、年々その把握に苦労しているとこ

ろである。 

② 作業日誌 

人別に、農業に従事した時間を日別に記入してもらうこととしており、さらに生産

費調査の場合は調査対象品目の生産に従事した作業内容が分かるようにお願いしてい

る。また、家畜の飼養に係る労働については、日々の作業内容がほぼ同じであり、１
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日の平均時間と日別に従事した日が分かるように「○」を付けるなどの簡素化を図っ

ているが、農繁期においては、多忙のため記帳状況が低下する状況にある。 

なお、報告者が独自に作業時間を整理している場合もあり、そのような場合は、独

自に整理している様式を閲覧又は複写等により、職員等が作業日誌に整理している。 

③ 経営台帳 

報告者の農産物の生産状況や土地、建物、農機具、自動車、植物、牛馬等の資産の

保有状況、その他調査に必要な事項について把握するものであり、報告者への面接・

聞き取り等により職員等が取りまとめている。 

また、資産の保有状況については、前年の保有状況をプレプリントした帳票を報告

者に配付し、修正・追加等について記入してもらう方法を併用している。 

しかしながら、大規模経営体においては、経営台帳で整理する農機具等の種類や保

有台数も多く、更に畜産経営においては牛を１頭ごとに異動状況を整理する必要があ

るなど、その取りまとめに多くの労力を要している。 

④ 職員等の取りまとめ 

職員等は、①の現金出納帳及び②の作業日誌を定期的に回収し、農産物の種類別や

農業経費の費目別等の分類コード（７桁）を付した後にシステムによりデータ入力し、

データチェック等の検証を行いデータの整理を行っている。 

この分類コードについては、作成する統計ごとに使用する仕様があることから複雑

なものとなっており、適用する分類コードの判定にも時間を要している。 

 

  ２ このように報告者・職員等の双方に多くの労力をかけているのが実態であり、こうし

た労力を可能な限り軽減するため、今回の見直しで調査票の体系を抜本的に見直すこと

としたところである。 

具体的には、 

① 経営統計調査については、農業収入や農業生産資材等の購入・支払について日々の

取引のデータを入力して年間の合計を計算せずとも、青色申告決算書（農業所得用）

や収支内訳書（農業所得用）から把握することが可能であり、これら報告者が確定申

告のために作成する申告資料を利用することで、報告者の記帳負担や職員等のデータ

入力に係る労力の軽減が期待される。 

  特に、固定資産等の把握については、現行調査では減価償却費の計算のために資産

ごとの情報を整理していたが、青色申告決算書において農業負担分の減価償却費も計

算されており、一つ一つの資産の整理という労力が削減されることとなる。 

② 生産費調査については、肥料や農業薬剤等の購入は一括して行われることが多く、

また、その使用についても適期に行われていることを考えれば回数的には数回のもの

であり、報告者も面積当たりの使用数量の把握は可能であることから、調査票への記

入は可能であると判断している。 

なお、建物や農機具等の資産の減価償却費の把握については、青色申告決算書（農

業所得用）における整理では農業負担割合の整理は行われているものの、生産費対象

品目の負担割合までは整理されていないため、別途、調査票において負担割合を把握

する必要があり、プレプリントによって前年の保有状況等を出力した調査票を配付し

て、負担割合の修正や廃棄等による削除、購入による追加等の記入をしてもらうこと

としている。 

③ なお、労働時間の把握については、法人経営体や大規模経営体においては雇用によ

る労働が相当の割合を占めていることもあり、労務管理のため時間の把握・整理は行
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われていると考えているが、個人経営体の小規模経営等においては必ずしも労働時間

の整理は行われていないと思料するところである。 

このため、このような経営体に対しては、別途、「労働時間等整理補助表」を使用

して労働時間の記入をお願いすることとしている。 
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ｂ 経営統計調査票と生産費調査票の双方の記入対象となる報告者は生じるのか。生じ

る場合、その報告者数はどの程度か。その状況は、現在と同様か。 

 

（回答） 

１ 調査を依頼する報告者（標本経営体）は、それぞれの統計調査の母集団から抽出し

ているが、結果として経営統計調査と生産費調査双方の調査対象となる報告者は生じ

ており、現行調査において、農業経営統計調査の延べ標本数（8,640経営体）のうち２

割程度（1,750経営体）が経営統計調査と生産費調査双方の報告者（標本共用経営体）

となっている。 

  この標本共用の状況については、 

 ① 北海道において、地域特定の原料用ばれいしょ及びてんさい生産費を実施してい

ることや、経営統計調査における酪農経営、生産費調査における牛乳生産費の標本

数が多いこと等から、他の地域に比べて共用率が高くなっている。 

 ② そのほかの地域では、北陸において経営統計調査の水田作経営と生産費調査の米

生産費の標本数が多いこと、沖縄において経営統計調査の畑作経営と生産費調査の

さとうきび生産費の標本数が多いこと等から共用率が高くなっている。 

 といった状況が見られるところである。 

  なお、生産費調査の規模別からみた経営統計調査との共用の状況については、大き

な違いはみられない状況である。 

こうした標本共用については、見直し後においても、標本の抽出方法は変更しない

ことから、同程度になるのではと想定している。 

 

延 べ 標 本 数 標 本 共 用 数 共 用 率 (%)

8,640 1,750 20.3

北 海 道 1,446 416 28.8

東 北 1,304 245 18.8

関 東 ・ 東 山 1,640 253 15.4

北 陸 505 123 24.4

東 海 634 99 15.6

近 畿 437 66 15.1

中 国 410 76 18.5

四 国 370 52 14.1

九 州 1,692 350 20.7

沖 縄 202 70 34.7

全 国 計

経営統計調査と生産費調査の標本共用
（平成29年調査）

注：１　延べ標本数は経営統計調査、生産費調査それぞれの標本数の
　　　合計である。
　　２　標本共用数は、経営統計調査と生産費調査双方の調査対象と
　　　なった経営体数である。
　　３　共用率は、標本共用数の延べ標本数に対する割合である。

区 分
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２ こうした報告者に対しては、双方の調査票を用いて調査を実施することとなるが、

それぞれの調査票において、調査事項の明確化（見える化）や、必要最小限の記入に

限定するなどの効率化を図っているところである。 

また、生産費調査票については、調査事項の一部簡素化にとどまっているものの、

経営統計調査票については、青色申告決算書（農業所得用）等の資料からの転記を基

本とするなど抜本的に見直したことにより、総量的な観点からみて負担軽減に繋がる

ものと考えている。 
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ｃ 品目別に設計された生産費調査票については、それぞれどのような行政ニーズに対

応して区分しているのか。更なる集約化を図る余地はないか。また、米、小麦及び大

豆の３品目について、個別経営体・組織法人経営体の別に調査票を設ける理由は何か。 

 

（回答） 

   １ 生産費調査で把握する品目別の調査結果については、次表のとおり経営所得安定対

策における品目別の交付金の算定等に利用されており、調査票の設計に当たっては、

各品目の生産実態や行政利用上の利活用実態を踏まえ、麦類生産費（４品目）や育成

牛・肥育牛生産費（５品目）などの集約化を図っているところである。 

これ以上の集約化については、調査の効率的かつ的確な実施という観点からみて、

報告者の記入誤りを誘発しやすくなること等が懸念されるものと考えている。 

 

生産費調査の調査票別の主な行政ニーズ 

調査票⑯ 利活用の内容 関係法令等 

米生産費（個別経営体、組

織法人経営体） 

           ② 

達成すべき成果目標（ＫＰＩ）と

して示された米の生産コスト低

減の進捗評価 

日本再興戦略 

麦類生産費、そば生産費、

大豆生産費、原料用ばれい

しょ生産費、なたね生産費、

てんさい生産費    ⑥ 

経営所得安定対策における品目

別交付金単価の算定 

農業の担い手の経営安定の

ための交付金の交付に関す

る法律 

原料用かんしょ生産費 

           ① 

でん粉原料用かんしょ経営安定

対策の交付金単価の算定 

砂糖及びでん粉の価格調整

に関する法律 

さとうきび生産費 

           ① 

さとうきび経営安定対策の交付

金単価の算定 

牛乳生産費 

           ① 

加工原料乳生産者補給金単価の

算定 

畜産経営の安定に関する法

律 

育成牛・肥育牛生産費 

 

           ① 

肉用牛肥育経営安定特別対策事

業（新マル緊事業）の発動基準の

算定 

肉用牛肥育経営安定特別対

策事業（注） 

肥育豚生産費 

           ① 

養豚経営安定対策事業の発動基

準の算定 

養豚経営安定対策事業（注） 

子牛生産費、育成牛・肥育

牛生産費（再掲） 

           ① 

肉用子牛生産者補給金制度にお

ける保証基準価格及び合理化目

標価格の算定 

肉用子牛生産安定等特別措

置法 

組織法人経営体の小麦生産

費、大豆生産費    ② 

水田活用の戦略作物として生産

コスト低減などの進捗評価 

食料・農業・農村基本計画

（同基本法） 

注：１ ○数字は、調査票の数である。 

２ 肉用牛肥育経営安定特別対策事業及び養豚経営安定対策事業については、「環太平洋パートナー

シップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」に基づき、同協定が日本国について効力

を生ずる日から「畜産経営の安定に関する法律」の一部改正により法制化されることとなる。 
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   ２ 米、小麦及び大豆生産費の調査票を、個別経営体用と組織法人経営体用に別にした

のは、労働時間の把握に関して、個別経営体は従事者数も少なく人別の把握が可能で

あるが、組織法人経営体は従事者数が多いことと合わせて、労務管理による時間の把

握も整理できていることから、効率的に記入できるよう年齢階層別に把握することと

したことにより、把握方法に違いがあるため、別の調査票としたところである。 

 

 

    経営所得安定対策における畑作物の直接支払交付金の概要 

 

       注：数量払の各品目の平均交付単価の算定に、各生産費調査の結果を利用。    
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ｄ 調査票が計18種類に及ぶことに伴い、地方統計組織や調査員における報告者への調

査票の配り分けや、調査票別の記入指導・審査など、新たな業務が発生することにな

るが、調査の円滑かつ的確な実施等の観点から、どのような措置を講じる予定か。 

 

  （回答） 

   １ 今回の調査票の見直しについては、報告者に対する調査事項の明確化（見える化）

や、必要最小限の記入に限定するなどの効率化を意図したものであり、報告者の負担

軽減や調査事項の的確な把握に寄与するものと考えている。 

 

   ２ 一方で、調査票の種類の増加に伴い、調査票別の記入指導・審査など、職員や調査

員による若干の負担増は想定されるものの、調査の円滑かつ的確な実施の観点からみ

た場合のメリットが大きいと考えている。 

     また、調査票の配り分けについては、実施する調査（調査票）ごとに報告者の氏名・

住所等の情報を別途管理していることと合わせて、報告者には訪問して調査票を直接

渡しており、配り訳の負担や特段の負担増はないものと考えている。 

 

   ３ なお、現行調査においても、調査によって調査票に記入する事項は異なり、調査に

応じた記入指導・審査等を行っているところであり、引き続き、丁寧に対応すること

としている。 
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ｅ これまでの「現金出納帳」「作業日誌」「経営台帳」により報告を求めている事項と、

「経営統計調査票」「生産費調査票」により報告を求める事項との関係はどのようにな

っているか（表により調査事項の対応関係を整理）。また、日々の記載から１年分を

まとめて記載する方式に変更する中で、報告者の負担軽減も勘案しつつ、正確かつ適

切な回答を得られるよう、どのような措置を構ずる予定か。 

 

 （回答） 

   １ 現行の調査票により把握している事項は、次表のとおりであり、変更後の調査票に

おいて把握する調査事項との関係は、別紙１のとおりである。 

 

調 査 票 調  査  事  項 

現金出納帳 ① 収入・支出（農業経営に係る贈り物・もらい物を含む。） 

② 家計または農業生産関連事業に使った生産物（自営に使用する生

産費該当生産物） 

③ 農外等収入（事業収入、事業外収入、年金等収入） 

④ 農外等支出（事業支出、事業外支出） 

作業日誌 ① 労働時間 

② 生産費該当品目に使用した資材 

経営台帳（個別経営体

用） 

① 世帯員 

② 土地 

③ 建物及び自動車・農機具 

④ 植物 

⑤ 牛馬 

⑥ 中小動物 

⑦ 現物在庫 

⑧ 現金・預貯金等及び借入金 

⑨ 自給牧草 

⑩ 営農類型別経営統計関連項目 

⑪ 農産物生産費統計関連共通項目 

⑫ 米生産費統計関連項目 

⑬ 麦類・大豆・畑作物生産費統計関連項目 

⑭ 畜産物生産費統計関連共通項目 

⑮ 牛乳生産費統計関連項目 

⑯ 肉用牛生産費統計関連項目 

⑰ 肥育豚生産費統計関連項目 

経営台帳（組織法人経

営体（営農類型別経営

統計用） 

① 貸借対照表 

② 損益計算書 

③ 調査客体概要 

経営台帳（組織法人経

営体（農産物生産費統

計用） 

① 土地 

② 建物及び自動車・農機具 

③ 借入金 

④ 調査客体概要 
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   ２ 経営統計調査で使用する調査票については、報告者が作成等している税務申告関係

資料からの転記による記入し易いよう、個人経営体においては項目の順序を青色申告

決算書（農業所得用）の構成に合わせるなどの対応を図ったところである（営農類型

別経営統計調査票（個人経営体用）と、別添参考資料の青色申告決算書を参照）。 

 

   ３ 生産費調査で使用する調査票については、これまで現金出納帳や作業日誌に品目ご

との名称・数量・金額を記入しなければならなかった形から、調査事項を明記するこ

とで報告者に分かりやすくするとともに、関連する事項を効率的に記入できるよう工

夫するなどの対応を図っているところである。 

     一例として、建物、農機具及び自動車に係る物件税や修繕費等の支払について、現

行では現金出納帳に記入してもらっていたが、変更後は、建物、農機具・自動車の所

有状況の中で一体的に記入できるように見直し、記入漏れ等がないようにしている。 

 

   ４ なお、労働時間の把握について、雇用が発生している法人経営等においては労務管

理上作業記録が整理されているとともに、現行の組織法人経営体に対する調査におい

ても男女別、役員・構成員別等に記入してもらっているところであり、調査票に直接

年間の労働時間を記入することは可能と考えている。 

しかしながら、個人経営においては、必ずしも作業記録が整理されているとは限ら

ないと考えており、そうした経営体における整理方法として、「労働時間等整理補助表」

（別紙２）（以下、「補助表」という。）を活用することとしている。 

補助表は、日別と月別の様式を使って記入してもらうことを考えており、それぞれ

の作業者名や作業名については、各調査票における把握内容（作業別等）に対応でき

るよう、事前に報告者との間で記入しやすい作業区分名等について協議し、報告者ご

とにカスタマイズできるようにしている。 

こうした事前の確認等により、報告者にどういった内容で記入すれば良いか理解を

深めていただき、協力度の向上に努めていきたいと考えているところである。 
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ｆ 調査の円滑な実施や報告者負担、調査結果の利活用等の観点からみて、今回の調査

票の構成の見直しは、適切かつ十分なものとなっているか。 

 

 （回答） 

今回の見直しに際しては、省内利用部局との調査事項等に係る協議に加え、普段、

調査対象経営体と接している地方統計担当職員等との間で、調査票の構成等について

も事前に意見交換を行うなど、利活用及び報告者等の負担軽減を踏まえたものである

と認識しており、適切なものと判断している。 
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イ 経営統計調査票関係 

（ア）「現況」、「損益計算書」、「貸借対照表」を把握する調査事項 

個人経営体及び法人経営体における①現況（認定農業者の有無、農業研修生の受

入れの有無等）、②損益計算書及び③貸借対照表を把握する調査事項を新設・再編す

る。 

【経営統計調査票（個人経営体用）】 

現況 …………………………………………………… p3 
損益計算書 …………………………………………… p4～p5 
貸借対照表 …………………………………………… p6～p7 

【経営統計調査票（法人経営体用）】 

現況 …………………………………………………… p3 
損益計算書 …………………………………………… p7 
貸借対照表 …………………………………………… p4～p5 

 

（論点） 

ａ 本調査事項の結果については、具体的にどのような利活用が見込まれるのか。また、

それは、農業経営を取り巻く環境変化に適切に対応するものとなっているか。 

  

（回答） 

    それぞれの調査事項の利活用等については、以下のとおりである。 

   １ 現況に係る調査事項については、報告者の経営形態等について把握し、平均値集計

における分類指標や、農政推進に資するデータ提供等を目的とするものである。 

① 法人経営体における「家族経営」については、調査対象区分を一戸一法人を加え

た法人経営とする中で、組織法人経営体と一戸一法人（家族経営）を区分するため

の指標として把握するものである。 

② 法人経営体における「集落営農」については、水田作経営における集落営農と集

落営農以外を集計する際の指標として把握するものである。 

③ 「認定農業者」については、経営所得安定対策（別紙３参照）等による支援措置

と調査結果との関連等に関する検討・分析のために把握するものである。 

④ 「経営主の性別・年齢」については、次世代を担う若手農業者の経営実態から、

今後の施策の展開方向等に関する分析・検討に資するデータ提供のために把握する

ものである。 

※ 「平成29年度食料・農業・農村の動向（農業白書）」において、営農類型別

経営統計（個別経営）のデータを用いて、若手農業者の経営状況について分析

されており、今後、法人経営についても同様の分析が重要になるものと考えて

いる（別紙４参照）。 

⑤ 「農業研修生」については、農業における雇用労働の確保の状況把握のため、「法

人化の年次」については、法人設立からの経過年数による経営状況の差異等の分析

に資するものとして把握することとしたものである。 

⑥ また、個人経営体の「青色申告の有無」及び法人経営体の「決算期末期」につい

ては、現行の経営台帳において把握している事項であり、個人経営における青色申

告の有無による調査票の記帳指導や確認、法人経営については、調査票の回収時期
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の把握等への利用しているところである。 

 

   ２ 損益計算書 

個人経営体は「農業に関する収入・支出」、法人経営体は「事業全体に関する収入

（売上高）・売上原価等」に関する事項を把握するものであり、法人経営体については

事業全体のうち農業の占める割合を「農業割合」として把握することとしている。 

これらの設問は、農業経営収支の実態を把握するものであり、各種施策の推進等に

おける重要なデータとなり得るものである。 

 

   ３ 貸借対照表 

調査経営体の資産及び負債・資本等の財務の状況を把握する事項であり、その内訳

を把握するとともに、収益性の総資本経常利益率、効率性の総資本回転率、安全性の

自己資本比率などの計算に利用され、経営状況の把握・分析に資するものである。 

なお、個人経営体においては、貸借対照表が作成されていない場合は、ｐ７の「２

貸借対照表を作成していない場合」の表を利用して記入していただくこととしている。 

 

   ４ 損益計算書及び貸借対照表に基づく収支を把握することにより、企業会計に準じた

統計表章が可能となり、他産業との比較といった新たな利活用を想定している。 
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ｂ 青色申告を行っている個人経営体数は、全体でどの程度あるのか、それは経営規模

や地域等によって差異があるのか。また、青色申告を行っていない個人経営体など、

損益計算書や貸借対照表の作成に当たって、税務申告書類等からの転記が困難な農業

経営体にとっては、記入負担が重い調査項目や、記入が困難な項目はないか。 

 

 （回答） 

   １ 国税庁が公表している「事業年報」によると、農業所得の青色申告者数は、平成28

年で約42万人となっている。 

なお、これら青色申告者数の経営規模や地域等の分布状況については、そのような

形で集計・公表された資料が確認できなかったことから不明である。 

 

   ２ 青色申告を行っていない個人経営体の場合は、「収支内訳書（農業所得用）」から記

入してもらうことを想定しているが、損益計算書については「青色申告決算書（農業

所得用）」と同等の内容となっており、記入例を用いた指導等により報告者による記入

は可能と考えている。 

また、青色申告を行っていない者は、貸借対照表の作成義務はないことから、分か

る範囲での記入に留め、記入できない事項については「欠測値」として取り扱い、一

定の数式で求めた代替データにより補完することを計画している。 

 

   ３ 「欠測値」の取扱いについては、これまでに「欠測値補完に関する調査研究報告書

（平成29年３月内閣府経済社会総合研究所景気統計部）」や「公的統計における欠測値

補完の研究：多重代入法と単一代入法（平成27年６月独立行政法人統計センター）」な

どの論文が公表されているとともに、統計担当職員を対象とした研修科目にも設定さ

れているなど、各府省においても統計手法として認知されている状況であると考えて

おり、本調査においても導入することとしたものである。 
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ｃ 本調査事項について、調査結果の利活用促進や報告者負担の軽減、正確性の確保等

の観点から、改善の余地はないか。 

 

  （回答） 

   １ 本調査事項については、農業経営の実態把握に係る行政利活用等を踏まえ、報告者

の経営形態や収支等の状況を把握する基本的かつ重要な事項であり、不可欠なもので

ある。 

 

   ２ また、これら調査事項の記入に当たっては、青色申告決算書（農業所得用）や法人

経営体の決算書からの記入のし易さを考慮するとともに、青色申告決算書を作成して

いない報告者については分かる範囲での記入に留めて「欠測値」として扱うこととす

るなど、負担の軽減にも配慮したものとしている。 

 

   ３ したがって、現時点において改善等の必要性はないものと考えている。 
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（イ）「事業収支の概要・事業経費」、「投資と資金調達の状況」等を把握する調査事項 

個人経営体及び法人経営体における①事業収支の概要・事業経費、②投資と資金調

達の状況、③主要農業固定資産の状況及び④土地面積を把握する調査事項を再編する。 

【経営統計調査票（個人経営体用）】 

事業収支の概要 ………………………………………… p8 
投資と資金調達の状況 ………………………………… p8 
主要農業固定資産の状況 ……………………………… p9 
土地面積 ………………………………………………… p9 

【経営統計調査票（法人経営体用）】 

事業経費 ………………………………………………… p8～p9 
投資と資金調達の状況 ………………………………… p6 
主要農業固定資産の状況 ……………………………… p11 
土地面積 ………………………………………………… p10 

 

（論点） 

ａ 本調査事項の結果については、具体的にどのような利活用が見込まれるのか。また、

それは、農業経営を取り巻く環境変化に適切に対応するものとなっているか。 

 

（回答） 

   それぞれの調査事項の利活用等については、以下のとおりである。 

  １ 事業収支の概要、事業経費 

個人経営体における「事業収支の概要」は、事業全体の収支を把握するものであり、

当該経営体における農業の位置付け（割合等）を明らかにするものである。 

また、法人経営体における「事業経費」は、損益計算書で把握する「製造原価」及び

「販売経費及び一般管理費」の内訳を費目別に把握するものであり、個人経営体の農業

経営費の費目との整合性を図るための費目を設定し、農業経営体としての農業経営費の

表章を行うこととしている。 

 

  ２ 投資と資金調達の状況 

農業経営における農地や農機具等の資産の取得に係る投資額とその資金調達の状況を

把握することにより、規模拡大や経営の動向の分析等に利活用されるものである。 

 

  ３ 主要農業固定資産の状況 

農業経営のために装備する建物や農機具等の面積や台数を把握するものであり、経営

規模との相関などの分析等に利活用されるものである。 

 

  ４ 土地面積 

農作物の生産等に使用する田や普通畑、樹園地等の経営耕地面積は、特に土地利用型

農業においては重要な指標であり、経営耕地面積規模別の集計における指標となるほか、

経営耕地の利用状況の分析等に利活用されるものである。 
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ｂ これらの調査事項のうち、青色申告を行っていない個人経営体などにとって、記入負

担が重い項目や、記入が困難な項目はないか。 

 

（回答） 

「事業収支の概要」については、青色申告の有無に関係なく確定申告書の記載内容から

の転記で記入可能であるとともに、投資と資金調達の状況、主要農業固定資産の状況及び

土地面積についても、報告者にとっては容易に分かるものと考えており、記入が困難な項

目はないと考えている。 
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ｃ 本調査事項について、調査結果の利活用や報告者負担の軽減、正確性の確保等の観点

から、改善の余地はないか。 

 

（回答） 

  １ 本調査事項は、報告者の投資や主要固定資産、土地面積といった経営規模に関する実

態を把握するものであり、規模拡大の動向分析等の利活用へ対応を図るものである。 

 

２ また、報告者に対しても、過度な設問とはせず、必要最小限の範囲に留めているとこ

ろである。 

 

  ３ したがって、現時点において改善等の必要性はないものと考えている。 
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（ウ）「生産概況、農畜産物収入及び農作業受託収入」等を把握する調査事項 

個人経営体及び法人経営体における①生産概況、農畜産物収入及び農作業受託収入、

②制度受取金・積立金及び③農業生産関連事業収支を把握する調査事項を再編・充実

する。 

【経営統計調査票（個人経営体用）】 

生産概況、農畜産物収入及び農作業受託収入 ……… p10～p13 
制度受取金・積立金 …………………………………… p14～p15 
農業生産関連事業収支 ………………………………… p18～p19 

【経営統計調査票（法人経営体用）】 

生産概況及び農畜産物収入 …………………………… p12～p15 
農作業受託収入 ………………………………………… p16～p17 
制度受取金・積立金 …………………………………… p18～p19 
農業生産関連事業収支 ………………………………… p22～p23 

 

（論点） 

ａ 本調査事項の結果については、具体的にどのような利活用が見込まれるのか。また、

それは、農業経営を取り巻く環境変化に適切に対応するものとなっているか。 

 

（回答） 

 １ それぞれの調査事項については、当該経営体の農業経営による収支等の実績を把握

するものであり、現行調査において現金出納帳や経営台帳によって把握している事項

である。 

 

   ２ このうち、「制度受取金・積立金」については、農業経営の体質強化等のため経営所

得安定対策や畜産経営安定対策等の施策が推進されているところであり、こうした施

策によって交付される制度金等が農業経営収支に関与している状況等を把握・分析す

るために行政部局からも把握が求められている事項である。 

     なお、制度受取金の名称については、制度の見直し・新設等によって名称が変更す

ることも想定されるため、印刷時に名称を入れることとしている。 

 

    ＜参考＞ 

      現行制度における制度受取金等の種類（◎は積立金等が発生するもの） 

区 分 名       称 

共通 農業共済（◎）、収入保険（◎）、多面的機能支払交付金・農地維持支

払、多面的機能支払交付金・資源向上支払、中山間地域等直接支払交

付金 

稲、畑作物 

関係 

畑作物の直接支払交付金、水田活用の直接支払交付金、米・畑作物の

収入減少影響緩和対策交付金（◎）、国内麦流通円滑化特別対策（◎） 

園芸作物 

関係 

施設園芸等燃油価格高騰対策（◎）、茶改植等支援事業、指定野菜価

格安定対策事業（◎）、特定野菜等供給産地育成価格差補給事業（◎）、

果樹経営支援対策事業、果樹未収益期間支援事業、果実需給安定対策
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事業 

畜産関係 配合飼料価格安定事業（◎）、加工原料乳生産者補給金、酪農経営支

援総合対策事業、肉用子牛生産者補給金（◎）、肉用牛繁殖経営支援

事業、肉用牛肥育経営安定特別対策事業（◎）、肉用牛肥育経営安定

特別対策補完事業、養豚経営安定対策事業（◎）、鶏卵生産者経営安

定対策事業（◎） 

 

 

   ３ また、「農業生産関連事業収支」については、自家生産物の加工販売など経営の多角

化による所得の向上や、農村地域の雇用の確保のため「六次産業化・地産地消法」等

による施策が推進されているところであり、農業経営体のこれらの経営状況等を把握

分析するため、行政部局からも実態把握を求められているところである。 

     このため、事業別の収支に加え、経営状況を把握することで更なる分析に資するよ

う、調査事項を充実させたところである。 
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ｂ 本調査事項については、農林業センサスの事業区分との整合性は確保されているか、

また、記入が困難な項目はないか。 

 

（回答） 

  １ 生産概況、農畜産物収入及び農作業受託収入については、農林業センサスにおいても

農産物の作付面積や飼養頭羽数等、過去１年間の農産物の販売収入、過去１年間の農作

業の受託（収入、受託面積）を把握しており、整合性は確保されている。 

さらに、個人経営について、現行調査では農畜産物や農作業受託による収入は現金出

納帳で把握し、作付面積や生産量等の生産概況は経営台帳で把握していたが、今回の見

直しにより、青色申告決算書（農業所得用）の「収入金額の内訳」表において、これら

の情報（作付面積、生産量、販売金額等）が整理されており、調査票のレイアウトを青

色申告決算書の「収入金額の内訳」に合わせるなどの工夫をしている。 

 

  ２ 農業生産関連事業について、農林業センサスとの関係は次表のとおりである。 

 

2020年農林業センサス（案） 農業経営統計調査（経営統計調査） 

農産物の加工 農産加工 

小売業 （農産物販売の直売） 

観光農園 観光農園 

貸農園・体験農園など 貸し農園 

農家民宿 農家民宿 

農家レストラン 農家レストラン 

海外への輸出 （農産物販売の直売） 

再生可能エネルギー発電 － 

その他 － 

 

農業経営統計調査においては、「農産加工」、「観光農園」、「貸し農園」、「農家民宿」及

び「農家レストラン」の収入及びこれらの事業経費について把握することとしている。 

 農林業センサスで分類している「小売業」及び「海外への輸出」については、農産物

の販売形態の一つ（直接販売）であり、農畜産物収入に含めて把握することとしている

が、直接販売の状況については、内訳として別途把握する。 

   

３ また、調査対象となる経営体のうち、農業生産関連事業に取り組んでいる経営体の割

合が小さいことから、調査対象となった経営体においても出現頻度は低いものと考えて

おり、営農類型別等の集計結果においては少額な結果となることが想定され、実態把握

において利活用しにくいものとなる。 

  このため、営農類型別等の集計とは別に、農業生産関連事業に取り組んでいる経営体

のみを対象として、農産加工や観光農園など業種別の集計結果を公表することとしてお

り、「再生可能エネルギー発電」を含む「その他」については、多様な経営（業種）が存

在しニーズとしてはないものと考えられることから、分類として設定しないこととした

ところである。 
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  しかしながら、農業生産関連事業全体としての状況を把握する上では、「その他」に係

る収支等も必要であると思料されるところであり、収入に係る調査事項に「その他」を

加える方向で整理したいと考えている。 

 

   農業生産関連事業に取り組んでいる経営体数（2015年農林業センサス） 

区    分 経営体数（構成比） 

総経営体数 １，２５８，９８９（１００．０） 

農業生産関連事業取組経営体数 ３５，０１２（  ２．８） 

 農産加工 ２４，６０９（  ２．０） 

観光農園 ６，４８９（  ０．５） 

貸し農園等 ３，５４８（  ０．３） 

農家民宿 １，７１５（  ０．１） 

農家レストラン １，２５９（  ０．１） 

海外への輸出 ５６１（  ０．０） 

その他 １，７１８（  ０．１） 

注：2015年農林業センサス結果から、経営統計調査の調査対象となる経営体を抽出 

したものである。 

 

 

  営農類型別経営統計調査票（個人経営体用、法人経営体用） 

   農業生産関連事業収支に係る調査事項のうち、収入に係る調査事項の変更 

 

見直し案（現行） 

区   分 

1 農産加工 農産加工事業の売上高 

2 観光農園 観光農園、関連施設内での売上高 

3 貸し農園 貸し農園の売上高 

4 農家民宿 農家民宿での売上高 

5 農家レストラン 農家レストランでの売上高 

 

 

 

 

見直し案（修正案） 

区   分 

1 農産加工 農産加工事業の売上高 

2 観光農園 観光農園、関連施設内での売上高 

3 貸し農園 貸し農園の売上高 

4 農家民宿 農家民宿での売上高 

5 農家レストラン 農家レストランでの売上高 

6 その他 その他関連事業の売上高 
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ｃ 本調査事項について、調査結果の利活用や報告者負担の軽減、正確性の確保等の観点

から、改善の余地はないか。 

 

（回答） 

  １ 本調査事項については、これまでも同様の結果を公表し農業経営の実態把握等に利活

用されているところであるとともに、今回の見直しにおいて農業生産関連事業収入の内

訳及び稼働日数や利用者数などの経営状況を把握することとしており、利活用の範囲は

拡大するものと考える。 

 

  ２ また、これら調査事項については、個人経営体の青色申告決算書（農業所得用）や法

人経営体における決算書からの記入が可能となるよう表のレイアウトにも工夫し、報告

者負担にも配慮したものとしている。 

 

  ３ したがって、現時点において改善の必要はないものと考えている。 
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ｄ 本調査事項について、国民経済計算及び産業連関表等の推計に活用する際に支障等が

生じないか。 

 

（回答） 

国民経済計算及び産業連関表の推計には、農業粗収益・農業経営費、農業経営費の内訳

が農業部門における付加価値率や投入額の推計に利用されているところであり、これらの

項目は変更後においても把握することから、支障等は生じないものと判断している。 
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（エ）「労働の概要」、「給与の状況」を把握する調査事項 

個人経営体及び法人経営体における「労働の概要」、法人経営体における「給与の状

況」を把握する調査事項を新設・再編する。 

【経営統計調査票（個人経営体用）】 

労働の概要 ……………………………………………… p16 
指定品目に係る労働の概要 …………………………… p17 

【経営統計調査票（法人経営体用）】 

労働の概要 ……………………………………………… p20～p21 
給与の状況 ……………………………………………… p10 

 

（論点） 

ａ 本調査事項の結果については、具体的にどのような利活用が見込まれるのか。また、

それは、農業経営を取り巻く環境変化に適切に対応するものとなっているか。 

 

（回答） 

  １ 労働の概要については、農業経営等に投入した労力の実態を男女別・年齢階層別に把

握するものであり、 

   ① 個人経営体に対しては、従事者数が少ないことから、報告者による男女別・年齢階

層別に集計する労力を考慮し、雇用も含めて人別に記入する様式としたものである。 

また、指定品目に係る労働については、「食料・農業・農村基本計画」において「規

模拡大、省力化や低コスト化を実現するための技術導入」に関する目標が定められ、

生産費調査を実施していない野菜・果樹等についても例外ではない。 

このため、これら指定品目における栽培技術の進展や機械化等による省力化の分

析・検討には作業工程別の労働時間の把握が必要であるとの行政ニーズを踏まえて、

指定品目を把握する報告者に限り作業別に労働時間を把握するものである。 

   ② 法人経営体に対しては、従事者数も多いものの労務管理による時間の記録もされて

いることから、個人経営体とは逆に男女別・年齢階層別に記入する方が効率的である

と判断したものである。 

 

  ２ 現行調査において、農業経営における雇用労働に対する支給額を、個別経営体では「農

業経営費のうち雇用労賃」として、組織法人経営体では「生産原価のうち労務費」及び

「販売費及び一般管理費のうち給料」として把握しているところであり、見直し後にお

いても個人経営体、法人経営体それぞれで同様に把握することとしている。 

今回の見直しにおいて新設する「給与の状況」については、農業以外の事業分も含め

た経営体の給与総額を有給役員や常用雇用者、臨時雇用者別に把握するものであり、農

業就業者の確保等の施策推進に資するデータとしての利活用を想定している。 
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ｂ 本調査事項について、記入が困難な項目はないか。特に、個人経営体においては、日々

の労働時間を詳細に管理していない経営体も多いと考えられる中、年単位の記入は可能

か。 

 

（回答） 

  １ 法人経営体における「労働の概要」及び「給与の状況」については、労務管理記録簿

や決算書等から記入が可能であり、大きな負担は生じないものと考えている。 

 

  ２ 個人経営体における労働時間の把握については、報告者の全てが整理しているとは限

らないことから、審査メモの「１農業経営統計調査の変更（３）報告を求める事項の変

更ア調査票の構成の見直し」の「論点ｅ」に対する回答のとおり、「労働時間等整理補

助表」を利用して記入してもらうこととしている。 
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ｃ 「給与の状況」について、法人経営体のみ把握する理由は何か。個人経営体において

も、家族従業者のみならず、雇用者の労働状況について把握する必要はないか。 

 

（回答） 

今回の見直しにおいて新設する「給与の状況」については、農業以外の事業分も含め

た経営体の給与総額を有給役員や常用雇用者、臨時雇用者別に把握するものであり、農

業就業者の確保等の施策推進に資するデータとしての利活用を想定している。 

具体的には、今後の担い手の育成・確保に当たっては、雇用等も含め農業への就業者

を増加させることが重要であり、雇用の実態が的確に把握できる経営体を対象とするこ

とが適切であると判断したことによる。 

なお、個人経営体については  

① 雇用の実態はあるものの、農業経営に係る雇用労働については「雇用労賃」として

把握しており、農業以外の雇用の発生は少ないと考えられること 

② 従事者としての家族労働に対する給与という概念がないこと 

から、個人経営体においては調査事項として設定しないこととしたところである。 
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ｄ 本調査事項について、調査結果の利活用や報告者負担の軽減、正確性の確保等の観点

から、改善の余地はないか。 

 

（回答） 

    本調査事項は、いずれも今後の農業施策の推進に利活用されるものであり、報告者の

記入のし易さ等にも考慮して把握方法を検討したものであり、現時点で改善等の必要性

はないものと考えている。 
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ｅ 本調査事項について、国民経済計算及び産業連関表等の推計に活用する際に支障等が

生じないか。 

 

（回答） 

    本調査事項について、これまで国民経済計算や産業連関表の推計の資料として利用さ

れた実績はないことから、支障等は生じないと考えている。 
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ウ 生産費調査票関係 

（ア）経営概況（「経営土地」、「世帯員（構成員）数と農業就業者（構成農家）数等」、「認

定農業者の状況」）を把握する調査事項【全ての生産費調査票】 

農畜産物を生産する農業経営体（個別経営体及び組織法人経営体）における経営

概況として、①経営耕地面積、②世帯員及び農業就業者等の人数及び③認定農業者

の有無を把握する調査事項を再編する。 

【米生産費調査（個別経営体用）の場合】 

 

 

 

（論点） 

ａ 本調査事項の結果については、具体的にどのような利活用が見込まれるのか。また、

それは、農業経営を取り巻く環境変化に適切に対応するものとなっているか。 

 

 （回答） 

   経営の概況における利活用については、次のとおりである。 

① 経営耕地は、調査対象経営体の経営規模を示す基本指標として把握するとともに、複

数の作物を栽培し、年間を通じた耕地の有効利用に伴う農機具の調査対象品目以外への
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利用による当該調査対象品目の生産コスト低減効果等の分析等に活用している。 

② 世帯員及び農業就業者等の人数は、調査対象経営体の労働力保有状況を示す基本指標

として把握するとともに、経営耕地規模や調査対象品目の作付規模と経営体の労働力保

有状況との関係等の分析等に活用している。 

③ 認定農業者は、例えば、米生産費（個別経営）では日本再興政略における「担い手の

コメの生産コストを現状全国平均比 4割削減」の進捗を評価するデータとして、認定農

業者がいる 15㏊以上層の結果が利用されている。 

  また、新たな食料・農業・農村基本計画において、担い手の育成・確保、農地集積・

集約化などを通じて、若者たちが希望の持てる強い農業の創出を目指しており、そのた

めにも、基本的な指標として把握しておく必要があると考えている。 
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ｂ 本調査事項について、記入負担が重い項目はないか。 

 

 （回答） 

   本調査事項は、容易に記入可能な項目であり、記入負担が重いとは考えていない。 
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ｃ 経営耕地に関する調査事項の区分について営農類型別経営統計調査票では畑（普通

畑）、樹園地、牧草地としている一方、生産費統計調査票では普通畑と樹園地を合わ

せた畑の区分を設けているが、集計区分も含めて統一する必要はないか。 

 

 （回答） 

   農業経営統計調査の中で集計項目も含めて統一する方向で検討したい。 

 

 

    見直し案（現行）              見直し案（修正案） 

 

 １　経営耕地

 　農業経営に利用している耕地の状況を記入してください。

ha ａ ha ａ

牧 草 地

区 分 所有地（ａ） 借入地（ａ）

田

畑
普 通 畑

樹 園 地

 １　経営耕地

 　農業経営に利用している耕地の状況を記入してください。

ha ａ ha ａ

牧 草 地

普 通 畑

樹 園 地

区 分 所有地（ａ） 借入地（ａ）

田
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ｄ 本調査事項について、調査結果の利活用や報告者負担の軽減、正確性の確保等の観

点から、改善の余地はないか。 

 

 （回答） 

    本調査事項は、従来から基本的な指標として把握しており、記入負担からも容易に記入

できる項目であり、改善する余地はないものと考えている。 
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（イ）経営概況（「直近５か年の10a当たり収量」、「農産物の品種別作付面積」等）を把

握する調査事項【農産物に係る全ての生産費調査票（ただし、「農産物生産における

作業（受託）委託状況」、「制度受取金等の状況」は、一部の調査票から除く。）】 

農産物を生産する農業経営体（個別経営体及び組織法人経営体）における経営概

況として、①直近５か年における農産物の10a当たり収量、②農産物の品種別作付面

積、③農産物の生産に係る作業の委託（受託）状況及び④制度受取金等の状況を把

握する調査事項を新設・再編する。 

【米生産費調査（個別経営体用）の場合】 
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（論点） 

ａ 本調査事項の結果については、具体的にどのような利活用が見込まれるのか。また、

それは、農業経営を取り巻く環境変化に適切に対応するものとなっているか。 

 

 （回答） 

   経営の概況の利活用については、次のとおりである。 

 

① 生産費調査は、正常な生産状態の下での生産費を算出することとしており、災害等

により異常な生産状態の下にあった経営体については集計から除外している。 

このため、異常な生産状態であるか否かを判断に当たっては、各調査対象経営体の

直近５か年における農産物の 10a当たり収量のうち、最高年及び最低年を除いた３年

間平均（平均的収量）に対して、異常変動により調査年産の 10ａ当たり収量が受ける

影響度により判断していることから必要な事項である。 

② 農産物の品種別作付面積は、品種によって 10ａ当たりの収量や生産資材（肥料、農

薬等）、労働時間などに差が生じることから、作期分散と生産コストとの関係性等に

ついて把握する必要があるとのことで、政策担当部局から提供が求められている。 

③ 農産物の生産に係る作業の委託（受託）状況のうち、委託（個別経営・組織法人経

営）については、生産費費目の一つである「賃借料及び料金」に作業委託に係る料金

が含まれており、作業委託の面積を把握することにより、当該費目や作業別労働時間

との関係性の分析に活用している。 

また、受託（組織法人経営）については、組織法人経営は自組織の農業生産のみで

なく、農作業受託等によって他の経営体の作業を請け負っている場合が多く、調査対

象品目（自組織で生産・販売している品目）の負担割合が正しく記入されているか検

証するために活用している。 

④ 制度受取金等の状況は、現行、経営所得安定対策等の交付金について把握し、販売

金額だけの収益性に加え、経営所得安定対策等の交付金を加えた場合の収益性を公表

しているところである。なお、農業共済以外が空欄となっているのは、制度の見直し・

新設等によって名称が変更することも想定されるため、印刷時に名称を入れることと

している。 
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ｂ 本調査事項について、記入負担が重い、あるいは記入が困難な事項はないか。 

 

 （回答） 

本調査事項は、調査対象品目の生産に直接関わることであり、調査項目も必要最小限に

とどめており、記入負担が重い、あるいは記入が困難な事項とは考えていない。 
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ｃ 従来の10ａ当たり平年収量から直近５か年の各年における10ａ当たり収量を把握す

るよう変更する理由・必要性は何か。また、過去の10a当たり収量について記入が可能

なのか。 

 

 （回答） 

   10ａ当たり平年収量は、これまで調査対象経営体に過去５か年の 10ａ当たり収量のうち

最高、最低を除く３か年の平均収量を職員等の聞き取りにより把握していたが、調査手法

を調査票方式（自計）としたため、把握方法を変更したものである。 

   なお、過去の 10ａ当たり収量については、これまでも職員が調査対象経営体から５か年

の収量を聞き取り前述の３か年平均収量を把握していたことから、記入については可能と

考えている。また、継続調査対象経営体については、過去の調査結果をプレプリントする。 
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ｄ 当該農産物の生産における作業委託状況及び制度受取金等の状況について、一部の

農産物についてのみ把握している理由は何か。また、集計結果の利活用上の支障は生

じないのか。 

 

 （回答） 

  １ 当該農産物の生産における作業委託状況については、水田作において基幹作物である

米に加え、水田フル活用のための土地利用型作物（麦類、大豆等）について、農地の集

積・集約化、規模拡大を進める中で、労力の省力化を図る必要があることから、作業委

託状況について把握しているところである。 

 

  ２ 制度受取金等の状況について、当該調査対象品目の収入については、基本的には販売

金額と制度受取金について分けて把握することとしているが、経営所得安定対策等にお

いて原料用かんしょ及びさとうきびについては販売金額に包含されて支払われることか

ら分離・把握できない。 

    なお、公表に当たっては、原料用かんしょ及びさとうきび以外については、販売金額

だけの収益性に加え、経営所得安定対策等の交付金を加えた場合の収益性を公表してお

り、集計結果の利活用上の支障は生じないものと考えている。 
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ｅ 本調査事項について、調査結果の利活用や報告者負担の軽減、正確性の確保等の観

点から、改善の余地はないか。 

 

 （回答） 

本調査事項は、調査対象品目の生産に直接関わることであり、調査項目も必要最小限に

とどめており、記入負担が重い、あるいは記入が困難な事項とは考えていない。 
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（ウ）経営概況（「稲作主体の経営」、「栽培型別面積」等）を把握する調査事項【米生産

費調査票（個別経営体用・組織法人経営体用）等一部の生産費調査票のみ】 

米を生産する農業経営体（個別経営体及び組織法人経営体）における経営概況と

して、①稲作主体の経営か否か（米のみ）、②栽培型別（移植・直まき別）作付面積、

③飼料用米の作付面積、④水稲作付ほ場の規模別枚数及び面積、⑤田の状況及び⑥

ほ場間の距離及び団地への平均距離を、また、てんさい及びさとうきびを生産する

農業経営体（個別経営体）における経営概況として、栽培型別面積を把握する調査

事項を新設・再編等する。 

【米生産費調査（組織法人経営体）の場合】 
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【米生産費調査（個別経営体用）の場合】 
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（論点） 

ａ 本調査事項の結果については、具体的にどのような利活用が見込まれるのか。また、

それは、農業経営を取り巻く環境変化に適切に対応するものとなっているか。 

 

 （回答） 

   経営概況（「稲作主体の経営」、「栽培型別面積」等）を把握する調査事項の利活用に

ついては、次のとおりである。 
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    ① 稲作主体の経営か否か（米のみ）については、日本再興戦略における「担い手のコ

メの生産コストを現状全国比４割削減」の進捗を評価するデータとして稲作主体の組

織法人経営体の米生産費結果が利用されている。 

② 栽培型別（移植・直まき別）作付面積については、育苗作業に大きな差があること

から、米の生産コスト低減対策の分析に活用している。 

③ 飼料用米の作付面積については、食用米と同一の農機具を利用できることから、調

査対象品目負担割合が正しく記入されているか検証するために活用している。 

④ 水稲作付ほ場の規模別枚数及び面積、⑤ 田の状況及び⑥ ほ場間の距離及び団地

への平均距離については、農地の集積・集約化の程度、基盤整備の進捗によるコスト

分析等に活用するために把握している。 

⑦ てんさいの「移植・直まき」及びさとうきびの「株出し・春植え・夏植え」を把握

することについては、それぞれの栽培型による生産コスト、労働時間、主産物数量等

の関係性等について検証している。 
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ｂ 本調査事項について、記入負担が重い、あるいは記入が困難な事項はないか。 

 

 （回答） 

本調査事項は、調査対象品目の生産に直接関わることであり、調査項目も必要最小限に

とどめており、記入負担が重い、あるいは記入が困難な事項とは考えていない。 
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ｃ 稲作主体の経営か否かについて、組織法人経営体のみ把握する理由・必要性は何か。 

 

 （回答） 

   米生産費（個別経営、組織法人経営）は、「日本再興戦略」において達成すべき成果目

標（KPI）として示されたコメの生産コスト低減の進捗・評価に用いられており、組織法人

経営については『稲作主体の組織法人経営体における米生産費』が用いられていることか

ら、組織法人経営体のみ把握している。 
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ｄ 飼料用米の作付面積等について、個別経営体のみ詳細に把握する理由・必要性は何

か。 

 

 （回答） 

   飼料用米の詳細な把握については、前回の産業統計部会での議論を踏まえて、何らかの

形で飼料用米の生産費を出せればということで、検討してきたところであるが、行政担当

部局からのニーズもあり、食用米の生産費をベースに掛かり増し減りで把握するという形

で、報告者への記帳負担も考慮した把握内容により飼料用米のコストを把握していくこと

を考えている。 

なお、個別経営体のみとしたのは、食用米の生産費の調査対象経営体から飼料用米生産

費を把握することとしたことから、食用米の調査対象経営体が多い個別経営体のみとした。 
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ｅ 米（食用米）、てんさい及びさとうきびについてのみ、移植・直まき別の作付面積

を把握する理由・必要性は何か。 

 

 （回答） 

   米（食用米）及びてんさいについては、従来は移植栽培が主流だったが、技術の進展等

により直播栽培が普及されてきたことにより、移植栽培か直まき栽培かによる生産コスト、

作業別労働時間、主産物数量等への影響があることから、生産コスト低減効果等の分析・

検証等に活用している。 

   なお、他の農産物については、栽培形態としては大半が直まきである。 

   また、さとうきびについては、栽培形態は「株出し・春植え・夏植え」である。 
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ｆ 本調査事項について、調査結果の利活用や報告者負担の軽減、正確性の確保等の観

点から、改善の余地はないか。 

 

 （回答） 

本調査事項は、調査対象品目の生産に直接関わることであり、調査項目も必要最小限に

とどめており、記入負担が重い、あるいは記入が困難な事項とは考えていない。 
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（エ）生産物の販売等の状況（「農産物の販売状況等」・「対象農産物以外の販売状況等」）

を把握する調査事項【農産物に係る全ての生産費調査票】 

農産物を生産する農業経営体（個別経営体及び組織法人経営体）における生産物

の販売状況等の実態を明らかにするため、農産物及び農産物の生産において発生し

た副産物の販売等の状況を把握する調査事項を再編する。 

【米生産費調査（個別経営体用）の場合】 
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（論点） 

ａ 本調査事項の結果については、具体的にどのような利活用が見込まれるのか。また、

それは、農業経営を取り巻く環境変化に適切に対応するものとなっているか 

 

 （回答） 

   本調査事項は、調査対象品目を生産するために投入した物財費や労働費等によって得ら

れた成果物（主産物及び副産物）の仕向けの状況を把握するものであるが、生産費は、あ

くまで主産物を生産するために投入したコストなので、生産費を計算する過程で副産物価

額を差し引くことになる。また、主産物数量は、単位数量当たり（米の場合、60㎏当たり）

生産費を算出する際に必要で、当年産において生産した主産物の全ても仕向先数量を把握

し主産物の合計数量を求めている。 
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ｂ 本調査事項について、記入負担が重い、あるいは記入が困難な事項はないか。 

 

 （回答） 

   本調査項目は、農業経営の成果である売上げに係る事項あるので、記入負担が重い、あ

るいは記入が困難な事項とは考えていない。 

   なお、副産物については、これまで仕向先別に実数で把握していたが、今回、全体を 100％

として仕向先の割合を記入してもらい、一部推計で把握できるよう簡素化したところであ

る。 
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ｃ 本調査事項について、調査結果の利活用や報告者負担の軽減、正確性の確保等の観

点から、改善の余地はないか。 

 

 （回答） 

本調査事項は、調査対象品目の生産に直接関わることであり、調査項目も必要最小限に

とどめており、記入負担が重い、あるいは記入が困難な事項とは考えていない。 
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（オ）生産物の販売等の状況（「牛乳の月別生産量」、「子牛のうち耳標番号を登録しなか

った頭数」等）を把握する調査事項【畜産物に係る全ての生産費調査票（家畜の種

類に応じた調査事項を設定）】 

畜産物の生産を行う農業経営体（個別経営体）における生産物の販売実態を明ら

かにするため、①牛乳の月別生産量、②子牛のうち耳標番号を登録しなかった頭数、

③初回種付けした繁殖雌牛、④農家団体コード、⑤対象畜の購入・売却状況、⑥き

ゅう肥の利用状況、⑦豚の飼養状況、⑧繁殖雌豚の分べん状況及び⑨死亡・とう汰

した豚の状況を把握する調査事項を再編する。 

【牛乳生産費調査の場合】 
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【子牛生産費調査の場合】 
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【肥育豚生産費調査の場合】 
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（論点） 

ａ 本調査事項の結果については、具体的にどのような利活用が見込まれるのか。また、

それは、農業経営を取り巻く環境変化に適切に対応するものとなっているか。今回、

より詳細な事項について把握することとした理由・必要性は何か。 

 

 （回答） 

  １ それぞれの調査事項の利活用等については、以下のとおりである。 

畜産物生産費については、加工原料乳生産者補給金、肉用子牛生産者補給金等の畜産

物に係る各種交付金の単価算定に直接的に利活用されており、次の調査事項は生産費を

計算するために必要不可欠なものである。 

また、生産費の計算に直接的に利用しない調査事項であっても、調査により把握した

生産費の妥当性を検証するために必要な指標として利用している。 

【牛乳生産費】 

①「生乳の月別生産量」は、生乳の生産単位当たりの生産費（生乳 100kg当たり生

産費）の計算に利用している。 

②「子牛のうち耳標番号を登録しなかった頭数」は副産物である子牛の生産状況の

把握に利用しており、出生直後に死亡した子牛は牛トレサビリティで把握するこ

とができず、報告者から聞き取る必要がある。 

 （※生産費調査では、生産費の計算過程で費用合計から副産物価額を減算） 

⑥「きゅう肥の利用状況」は、副産物であるきゅう肥の生産状況の把握に利用して

いる。 

   【子牛生産費】 

     ③「初回種付けした繁殖雌牛」は、繁殖雌牛の減価償却がスタートする成畜年月を

把握し、生産費の主要費目である繁殖雌牛償却費の計算に利用している。 

     ④「農家団体コード（牛トレサ関係）」は、行政記録情報である牛トレサビリティ

データを取り込むために利用しており、このことにより報告者の回答に係る負担

軽減に寄与するものと考えている。 

     ⑤「対象畜の購入・売却状況」は、繁殖雌牛償却費の計算や子牛の販売収入（収益

性）の把握に利用しており、牛トレサビリティでは把握することができない売買

価格について、報告者から聞き取る必要がある。 

   【肥育豚生産費】 

     ⑦「豚の飼養状況」、⑧「繁殖雌豚の分べん状況」及び⑨「死亡・とう汰した豚の

状況」は、調査対象畜の飼養状況を把握し、経営分析や生産振興施策の推進のた

めの基礎資料とするほか、生産コスト等の調査結果の妥当性を検証するための指

標として利用している。 

 

  ２ 生産費調査における調査事項については、牛トレサビリティデータに基づき調査票を

プレプリントする等の行政記録情報の積極的な活用により、報告者の負担軽減を図りつ

つ、行政ニーズにも対応したデータを把握することとしており、農業経営を取り巻く環

境変化にも対応するものであると考えている。 

 

  ３ なお、今回の見直しにおいては、調査票の構成を大幅に変更したものの、報告者から

回答いただく内容自体に大きな変更はなく、現行調査との比較において詳細になってい
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るとは考えていない。 

    例えば、牛乳生産費における①「生乳の月別生産量」は、生乳の取引実態に即して、

従来の年間計の記入欄を残しつつ、月別の回答も可能とするよう見直しており、また、

子牛生産費における④「農家団体コード」は、牛トレサビリティデータの有効活用を図

るために新設したものであり、総じて報告者の負担軽減に寄与するものであると考えて

いる。 
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ｂ 本調査事項について、記入負担が重い、あるいは記入が困難な事項はないか。 

 （回答） 

  １ 畜産物生産費については、その調査結果の利活用実態から高い精度が求められており、

例えば、牛乳、子牛生産費調査等では、牛の個体管理により必要事項を把握する手法を

採っていることから、他の調査との比較で報告者の回答は煩雑なものになっている。 

    そのため、今回の見直しでは、⑤「対象畜の購入・売却状況」について、報告者によ

る「牛の品種、性別、生産年月、異動履歴」等の回答を廃止し、行政記録情報である「牛

トレサビリティデータから必要事項を取り込むことにより、報告者の負担軽減を図るこ

ととしている。 

   

  ２ また、⑥「きゅう肥の利用状況」については、報告者による「きゅう肥の搬出量」の

回答が困難である実態を踏まえ、当該量を「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促

進に関する法律」の管理基準に基づき推計した上で、容易に回答できる利用状況（全量

を 100％とした場合の、販売、自家利用、廃棄の割合）を把握する手法に見直し、報告

者の負担軽減を図ることとしている。 

 

  ３ 更に、①「生乳の月別生産量」については、生乳の取引実態を踏まえて、年間計の記

入欄を残しつつ月別の回答も可能とするよう見直し、報告者の記入しやすい方法を選択

できるよう工夫している。また、生乳の精算伝票から転記できるよう様式を見直し、報

告者の負担軽減を図ることとしている。 
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ｃ 本調査事項について、調査結果の利活用や報告者負担の軽減、正確性の確保等の観

点から、改善の余地はないか。 

 （回答） 

  １ 畜産物生産費調査における調査事項については、主として畜産行政の推進に必要不可

欠なものに特化しており、現在の利活用の実態（行政ニーズ）からすれば、これ以上の

調査項目の簡素化等の見直しは困難であると考えている。 

 

  ２ 一方、報告者の負担軽減を図ることの必要性は認識しており、今回の見直しにおいて

は、調査票様式の変更、行政記録情報の活用等の方策により、必要とされる結果（データ）を

効率的かつ正確性をもって把握できるよう計画しているところである。 



別紙１－１

具 体 的 内 容 等

現金出納帳

農産物販売数量・収入、農作業受託収
入、制度資金・共済金の受取・掛金、
農業生産資材の購入、料金等

【２】損益計算書
【８】生産概況、農畜産物収入及び農
　　　作業受託収入
【９】制度受取金・積立金等
　・変更なし

自家農産物を家計等へ仕向けた数量
【２】損益計算書
【12】農業生産連事業収支
  ・金額把握、数量は把握廃止

事 業 収 入 自営の林業、水産業、商工鉱業収入
【４】事業収支の概要
　・変更なし

事 業 外 収 入
被用労賃、給料・俸給、歳費及び手
当、貸付地小作料、配当利子等

　・廃止

年 金 等 収 入
年金等給付金（公的年金、その他）、
退職金、その他祝い金等の被贈収入

　・廃止

事 業 支 出 林業、水産業、商工鉱業等の支出
【４】事業収支の概要
　・計算で算出

事 業 外 支 出
負債利子（農業以外）、その他（通勤
定期代等）

・廃止

作業日誌

人別・作業別労働時間（部門別）

【10】労働の概要
　・変更なし
【11】指定品目に係る労働の概要
  ・追加

生産費該当品目の生産に投入した肥
料、飼料等の品目名及び使用数量

経営台帳（個別経営体用）

続柄、性別、生年月、農業関与者区
分、扶養区分、在宅状況、在宅月数、
就業区分

【10】労働の概要
　・事業に従事した者の性別、年齢
　・農業関与者区分等のその他項目は
    廃止

種類、地目、面積、課税評価額、農業
等の負担割合、売却・取得等の異動状
況

【７】土地面積
　・山林、その他の土地を廃止
【３】貸借対照表
【５】投資と資金調達の状況
　・移動状況は廃止

種類、構造、取得年月、取得価額、延
べ面積（台数）、農業等の負担割合、
売却・購入等の異動状況

【６】主要農業固定資産の状況
【３】貸借対照表
【５】投資と資金調達の状況
　・取得年月、取得価額、移動状況等
　　を廃止

種類、品種、植栽年月、取得価額又は
成園価額、植栽面積、売却・購入等の
移動状況

【３】貸借対照表
【５】投資と資金調達の状況
  ・変更なし

種類、品種、販売目的区分、性別、生
産年月、成畜に達した年月、取得価
額、年（調査始め）頭数、売却・購入
等の移動状況

【３】貸借対照表
【５】投資と資金調達の状況

見直し後の調査票
による調査内容

現 行 の 調 査 票 に よ る 調 査 内 容

調 査 事 項

営農類型別経営統計（個人経営体）における調査事項の変更

植 物

農外等収入

農外等支出

収入・支出（農業経営に係る
贈り物・もらい物を含む。）

家計または農業生産関連事業に使っ
た生産物（自営に使用する生産費該

当 生 産 物 ）

牛 馬

建 物 及 び 自 動 車 ・ 農 機 具

土 地

世 帯 員

労 働 時 間

生産費該当品目に使用した資材



別紙１－１

具 体 的 内 容 等

見直し後の調査票
による調査内容

現 行 の 調 査 票 に よ る 調 査 内 容

調 査 事 項

種類、品種、性別、生産年月、取得年
月、頭羽数

【２】損益計算書
　・金額のみを農産物以外の棚卸高
　　を把握

農産物、農業生産資材の品目別の年始
め、年末の数量

【２】損益計算書
　・変更なし

現金・預貯金及び売掛未収入金の名
称、年始め・年末現在高、借入金及び
買掛未払金の年始め・年末現在高及び
農業の負担割合

【３】貸借対照表
　・年初め現在高等について把握廃止

農産物の作付面積・生産量、畜産物の
販売頭羽数・生乳生産量、その他関連
する事項

【８】生産概況、農畜産物収入及び農
　　　作業受託収入
　・変更無し

新たに把握する事項

加工場の稼働日数、利用者数、営業日
数

【12】農業生産関連事業収支

直接販売金額、直接販売販路別金額割
合

【８】生産概況、農畜産物収入及び農
作業受託収入

現 物 在 庫

中 小 動 物

農業生産関連事業の概況

販売金額に占める直接販売

営農類型別経営統計関連項目

現 金 ・ 預 貯 金 等 及 び 借 入 金



別紙１－２

具 体 的 内 容 等

固定資産の期首数量・現在価、減価償
却費、期末数量・現在価、事業別負担
割合、流動資産及び負債の期末現在価
及び事業別負担割合

【８】主要固定資産の状況
　・期首把握の廃止、固定資産区分毎
　　の減価償却費把握の廃止、事業負
　　担割合の把握を廃止
【２】貸借対照表
　・借入金の借入先の区分を廃止
　・利益剰余金の内訳を廃止

収入の内訳、事業費用の事業別負担割
合、営業外収支、特別損益、制度受取
金・積立金

【４】損益計算書
  ・変更なし
【５】事業経費
  ・農業に関わる経費のみ把握
【９】生産概況及び農畜産物収入
  ・変更なし
【10】農作業受託収入等
  ・麦、豆類に部分作業区分を追加
  ・受託金額を作業区分別に把握
【12】農業生産関連事業収支
  ・変更なし
【11】制度受取金・積立金
　・変更なし

農畜産物の生産状況（作付面積、生産
量、飼養頭羽数等）、構成員の状況、
従事者数の内訳、投資と資金、経営耕
地面積、決算期

【1】現況
  ・一戸一法人の区分、研修生受入の
    有無等を追加、特定農業法人の有
    無を廃止等
【9】生産概況及び農畜産物収入
  ・変更なし
【3】投資と資金調達の状況
　・借入金に農業割合把握の追加
【12】労働の概要
　・事業従事者、年齢階層別の追加
【7】土地面積
　・借入地の借入先の区分を廃止

新たに把握する事項

給与の支給額、雇用形態別・男女別、
有給役員の平均年齢

【６】給与の状況

直接販売金額、販路別金額割合 【９】生産概況及び農畜産物収入

加工場の稼働日数、利用者数、営業日
数

【12】農業生産関連事業収支農業生産関連事業の概況

給与の状況

営農類型別経営統計（法人経営体）における調査事項の変更

現 行 の 調 査 票 に よ る 調 査 内 容 見直し後の調査票
による調査内容調 査 事 項

経営台帳（組織法人経営体（営農類型
別経営統計用))

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

調 査 客 体 概 要

販売金額に占める直接販売



別紙１－３

具 体 的 内 容 等

現金出納帳

農産物販売数量・収入、制度受取金等
の拠出金・受取金、農業生産資材の購
入、料金等

【１】経営の概況
【２】生産物の販売等の状況
【３】生産費該当品目の生産のために
　　　使用した資材等
【４】物件税及び公課諸負担
【５】土地改良及び水利費
【10】農具の購入費等
　・変更無し
　・米生産費（組織法人経営）は、
【３】～【５】について、個別経営と
　同じ調査内容に変更

自家農産物を家計等へ仕向けた数量
【２】生産物の販売等の状況
　・変更なし

作業日誌

人別作業別労働時間
【12】作業別労働時間
　・変更なし

生産費該当品目の生産に投入した肥
料、飼料等の品目名及び使用数量

【３】生産費該当品目の生産のために
　　　使用した資材等
【10】農具の購入費等
【12】作業別労働時間（支払賃金）
　・変更なし
　・米生産費（組織法人経営）の
【３】について、個別経営と同じ調査
　内容に変更

経営台帳（個別経営体用）

続柄、性別、生年月
【１】経営の概況
　・続柄の廃止、生年月を年齢で把握

種類、地目、面積、生産費該当品目負
担割合

【11】土地の面積及び地代
　・耕地以外の廃止

種類、構造、取得年月、取得価額、延
べ面積（台数）、生産費該当品目負担
割合、売却・購入等の異動状況

【７】建物及び構築物の所有状況、
【８】自動車の所有状況
【９】農業機械の所有状況
　・各資産ごとに掛かった経費を整理
　　するよう変更

借入金及び買掛未払金の年始め・調査
末現在高及び生産費該当品目負担割合

【６】借入金及び支払利子
・調査末現在高を廃止

主要指標及び作柄、調査作物の委託状
況、農業就業者、調査作物の品種別作
付面積

【１】経営の概況
・変更なし

田の団地数・区画整理済面積割合、区
画規模別ほ場枚数、ほ場間の距離、団
地への平均距離、飼料用米作付面積、
移植・直まき別面積

【１】経営の概況
【13】飼料用米の作付状況、費用及び
　　　労働時間（作付面積）
　・変更なし

調査作物の生産状況（作付面積・生産
量）、取引量（さとうきび、てんさ
い）

【１】経営の概況
【２】生産物の販売等の状況（てんさ
　　　い、さとうきびの取引糖度）
　・変更なし

建 物 及 び 自 動 車 ・ 農 機 具

現 行 の 調 査 票 に よ る 調 査 内 容 見直し後の調査票
による調査内容調 査 事 項

収入・支出（農業経営に係る
贈り物・もらい物を含む。）

家計または農業生産関連事業に使っ
た生産物（自営に使用する生産費該

当 生 産 物 ）

労 働 時 間

生産費該当品目に使用した資材

世 帯 員

土 地

現 金 ・ 預 貯 金 等 及 び 借 入 金

農産物生産費統計における調査事項の変更

農産物生産費統計関連共通項目

米 生 産 費 統 計 関 連 項 目

麦類・大豆・畑作物生産費統計



別紙１－３

具 体 的 内 容 等

現 行 の 調 査 票 に よ る 調 査 内 容 見直し後の調査票
による調査内容調 査 事 項

種類、地目、面積、生産費該当品目の
作付面積・負担割合

【11】土地の面積及び地代
　・耕地以外を廃止

種類、構造、取得年月、取得価額、調
査始め面積（台数）、生産費該当品目
負担割合、売却・購入等の異動状況

【４】物件税及び公課諸負担
【７】建物及び構築物の所有状況、
【８】自動車の所有状況
【９】農業機械の所有状況
【10】農具の購入費等
　・各資産ごとに掛かった経費を整理
　　するよう変更

資金名、調査始めの未償還残高及び生
産費負担割合、調査末の未償還残高及
び生産費負担割合

【６】借入金及び支払利子
　・調査末未償還残高を廃止

主要指標、作柄、構成員数等、設立年
次等、調査作物の委託状況、米生産費
統計関連項目

【１】経営の概況
　・設立年次を廃止

新たに把握する事項

飼料用米の作付面積及び生産量、稲わ
らの販売状況、飼料用米生産にかかる
費用及び労働時間

【13】飼料用米の作付状況、費用及び
　　　労働時間

米生産費統計調査票（個別経営）

土 地

建 物 及 び 自 動 車 ・ 農 機 具

借 入 金

調 査 客 体 概 要

経営台帳（組織法人経営体（農産物生
産費統計用))



別紙１－４

具　体　的　内　容　等

現金出納帳

畜産物販売数量・庭先販売価格、きゅ
う肥の販売数量・収入

【２】生産物の販売等の状況
【３】調査対象畜に生産に使用した資
　　　材等
　・変更なし

生産費該当品目の生産に使用した生産
物（品名、数量） 〃

作業日誌

人別、作業別労働時間
【12】作業別労働時間
　・変更なし

生産費該当品目の生産に投入した飼
料、敷料等の品名及び数量

【３】調査対象畜の生産に使用した資
      材等
【10】農具の購入費等
　・敷料、光熱動力費の内訳を廃止

経営台帳（個別経営体用）

氏名、性別、生年月
【12】作業別労働時間
　・生年月を「年齢」で把握に変更

種類、地目、面積、作付実面積、農業
等の負担割合、売却・取得等の異動状
況

【１】経営の概況
　・山林、その他の土地を廃止

種類、構造、取得年月、取得価額、延
べ面積（台数）、農業等の負担割合、
売却・購入等の異動状況

【７】建物及び構築物の所有状況
【８】自動車の所有状況
【９】農業機械の所有状況
　・変更なし

種類、品種、性別、生産年月、成畜年
月、取得価額、調査始め頭数、産次回
数、入牧・下牧年月、売却・購入等の
異動状況

【11】搾乳牛等の所有状況
【２】生産物の販売等の状況
　・農家団体コード、個別識別番号の
　　新設（識別番号はトレサを転記）
　・産次回数の廃止

借入金及び買掛未払金の調査始め・調
査末現在高及び農業等の負担割合

【６】借入金及び支払利子
　・調査末現在高の廃止

種類、作付面積、生産量、自給牧草の
生産に使用した減価償却資産の負担割
合

【３】調査対象畜の生産に使用した
　　　資材等の「２ 自給飼料」
　・変更なし

農業就業者数、認定農業者の有無、農
業所得割合、主産物の生産量、搾乳牛
負担率

【１】経営の概況
【２】生産物の販売状況
【14】搾乳牛の月齢別の飼育経費
　・農業所得割合の廃止

新たに把握する事項 －

注：牛乳生産費以外の子牛生産費、肥育牛・育成牛生産費、肥育豚生産費についても同様に見直し。

畜産物生産費統計における調査事項の変更
（牛乳生産費の例）

調 査 客 体 概 況

牛 馬

現金・預貯金等及び借入金

自 給 牧 草

建 物 及 び 自 動 車 ・ 農 機 具

現　行　の　調　査　票　に　よ　る　調　査　内　容
見直し後の調査票
による調査内容

調　査　事　項

収入・支出（農業経営に係る
贈り物・もらい物を含む。）

家計または農業生産関連事業に使っ
た生産物（自営に使用する生産費該
当生産物）

労 働 時 間

生産費該当品目に使用した資材

世 帯 員

土 地
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